
 

お客さま各位 

令和８年６月吉日 

北 星 信 用 金 庫 

理事長 岡田 伸一 

 

北星信用金庫から店舗統合のお知らせ 

 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は「北星信用金庫」に対しまして、格別なるお引き立てを賜り厚くお礼申し上げま

す。 

さて、去る６月１８日（木）の通常総代会において、「ふれあい支店」につきましては、

令和８年１０月９日(金)をもちまして閉店し、「本店」と店舗統合させていただくこととな

りました。 

これに伴いまして、現在「ふれあい支店」においてご利用いただいておりますお客さま

のお取引につきましては、令和８年１０月１３日(火)から「本店」において引き続きお取

扱いさせていただきますことをご了承くださいますようお願い申し上げます。 

両店舗の統合に際しましては、お客さまへのご不便を最小限にとどめますよう準備を進

めてまいりますが、一部のお取扱いにつきましては、お客さまにお手続きいただく場合も

ございます。 

つきましては、別紙の「ふれあい支店の本店への「店舗統合」に関するＱ＆Ａ」にてご

案内させていただいておりますので、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

また、疑問な点などございましたらご遠慮なくお取引の店舗、またはお近くの店舗にご

照会くださいますようお願い申し上げます。 

永年にわたり「ふれあい支店」に対しまして、ご愛顧を賜りましたことに深く感謝申し

上げますとともに、引き続き「本店」「中央通支店」「公園通支店」に対しましても倍旧の

お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 

末筆ではございますが、皆さまの益々のご繁栄ご多幸をご祈念申し上げご挨拶とさせて

いただきます。 

謹白 

■ お問い合わせ先  「ふれあい支店」 

 〒０９６－００１９ 名寄市西９条南４丁目１０番地１ 

   ＴＥＬ ０１６５４－３－６６１１ 

■ 継 承 店 舗   「本店」 

〒０９６－００１２ 名寄市西２条南５丁目５番地 

  ＴＥＬ ０１６５４－２－１１１３ 

■ 閉 店 日     令和８年１０月９日（金）           
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～ ふれあい支店とお取引をいただいているお客さまへ ～ 

 

ふれあい支店の本店への「店舗統合」に関するＱ＆Ａ  

 

≪Ｑ＆Ａ一覧≫ 

１．お取引いただく店舗について 

２．通帳・証書・カードをお持ちのお客さまへ 

３．当座預金お取引のお客さまへ 

４．年金・給与振込をご利用いただいているお客さまへ 

５．振込金のお取扱について 

６．自動振替をご利用のお客さまへ 

７．ご融資お取引のお客さまへ 

８．出資会員のお客さまへ 

９．インターネットバンキング等をご利用のお客さまへ 

10．マル優・マル特をご利用のお客さまへ 

11．通帳アプリをご利用のお客さまへ 

 

１．お取引いただく店舗について 

 

Ｑ１ 今後の取引はどうなりますか？ 

Ａ１ 令和 8年 10 月 9日（金）16時 30 分以降にふれあい支店のお取引が、自動的に本店に移ります。 

   なお、ふれあい支店のＡＴＭコーナーは、平常通り 17 時までご利用いただけます。 

 

 

２．通帳・証書・カードをお持ちのお客さまへ 

 

Ｑ２ 預金通帳・証書の口座番号はどうなりますか？ 

Ａ２ 預金通帳、証書の口座番号は原則として変わりません。 

   ただし、統合先店舗（本店）で一部重複となる口座番号がある場合は、新しい口座番号に変更さ

せていただきますので、別途ご連絡致します。 

 

Ｑ３ 現在使用している通帳や証書はそのまま使用できますか？ 

Ａ３ 現在お使いいただいている通帳や証書につきましては、そのままご利用いただけます。 

   なお、通帳の繰越の際に本店の通帳等へ切替えをさせていただきます。繰越前に新しい通帳等へ

切替えをご希望のお客さまは窓口にお申し出ください。 

 

Ｑ４ 現在使用しているキャッシュカード（ローンカード含む）は、今まで通り使えますか？ 

Ａ４ 現在お使いいただいているキャッシュカード並びにローンカードは、そのままご利用いただけま

す。 

   なお、ご希望のお客さまには本店のカードへ切替えをさせていただきますので、現在お使いいた

だいているカード、通帳、お届印をご持参のうえ 10 月 13 日（火）以降に、本店の窓口へお申し
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出ください。 

※再発行には 10 日程度の日数がかかります。（再発行にかかる手数料は無料とさせていただきま

す。） 

 

 

３．当座預金お取引のお客さまへ 

 

Ｑ５ 現在使用している手形・小切手はどうなりますか？ 

Ａ５ これまでの回答 

統合日（令和 8 年 10 月 13 日（火））前に振出された手形・小切手につきましては、本店にてこ

れまで通り決済致します。 

   なお、現在発行している手形・小切手は、統合日以降は使用できません。 

 

  ※前回のＱ＆Ａ以降、「手形・小切手の全面的な電子化」に向けた取り組みにより、手形・小切手

の最終振出期限が令和８年９月３０日（水）となりました。 

  ・令和８年９月３０日（水）までに振出された小切手・手形につきましては、本店にてこれまで通

り決済致します。 

 

 

４．年金・給与振込をご利用いただいているお客さまへ 

 

Ｑ６ 年金の受取りを利用していますが、何か手続きが必要ですか？ 

Ａ６ 国民年金、厚生年金等公的年金をお受取りのお客さまには、当金庫が変更手続を行いますのでお

手続きいただく必要はありません。 

   ただし、一部の共済年金、厚生年金基金、適格企業年金、その他私的年金等をお受取りのお客さ

まはご自身でお手続きいただく場合がございますので、誠に恐れ入りますが早い機会にお受取り

いただいている年金支払機関にお問い合わせください。 

    なお、上述のような公的年金以外を旧店舗（ふれあい支店）でお受取りのお客さまは、令和 8

年 12月 30 日までは本店に読み替えて、ご入金させていただきます。 

 

Ｑ７ 給与振込口座については何か手続きが必要ですか？ 

Ａ７ 店舗名が変更となりますので、ご勤務先への変更通知が必要となります。ご面倒をお掛けします

が、お客さまからご勤務先へ「新店舗名（本店）」・「新店舗番号（001）」のご連絡をお願い致し

ます。また、口座番号のご変更をお願いするお客さまにおかれましては、「新口座番号」のご連

絡も併せてお願い致します。 

 

 

５．振込金のお取扱について 

 

Ｑ８ 売上金・家賃・駐車場料金・各種手当等の受取口座についてはどうなりますか？ 

Ａ８ 令和 8年 10 月 9日（金）以降、売上金や家賃、配当金、駐車場料金、各種手当等を振込により、
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お受取になっているお客さまは、変更手続が必要となります。お手数ですが、お早めに相手先へ

のご連絡をお願い致します。 

   また、相手先がＡＴＭの振込カードを使用している場合は、使用できなくなりますので、お手数

ですが、相手先にその旨をお伝えください。 

   なお、振込先変更のためのご連絡用ハガキを用意しておりますので、お近くの営業店窓口へお申

し付けください。  

   （※ご注意）令和 8年 12 月 30 日までは旧店舗宛（ふれあい支店）の振込入金を統合先店舗（本

店）へ読み替えてご入金されますが、それ以降入金不能となりますのでお早めに変更手続をして

いただきますようお願い致します。 

 

Ｑ９ 定額自動送金契約はどうなりますか？ 

Ａ９ 令和 8 年 10 月 9 日（金）以降のお取引については、当金庫にて変更致しますので、お客さまの

お手続きは不要です。 

 

Ｑ10 現在使用しているＡＴＭの振込カードはどうなりますか？ 

Ａ10 振込先店舗がふれあい支店となっている振込カードはご使用できなくなります。お手数をお掛け

しますが、令和 8年 10月 13 日（火）以降に新しい振込カードをお作りいただきますようお願い

致します。 

  

    

６．自動振替をご利用のお客さまへ 

 

Ｑ11 公共料金や各種料金等を自動振替にしていますが、何か手続きは必要ですか？ 

Ａ11 公共料金・各種クレジットなどの自動振替につきましては、当金庫が各関係機関へ届出を行いま

すので特にお手続きの必要はございません。従来通り振替えさせていただきます。 

   ただし、一部の口座振替につきましては変更手続が必要となる場合がございます。別途ご連絡致

しますので、ご協力をお願い致します。 

 

 

７．ご融資お取引のお客さまへ 

 

Ｑ12 今まで事業資金や個人ローンを利用していますが取扱いはどうなりますか？ 

Ａ12 本店にてそのまま引継ぎますので、変更手続の必要はございません。 

 

 

８．出資会員のお客さまへ 

 

Ｑ13 出資会員ですが、何か手続きが必要ですか？ 

Ａ13 本店にてそのまま引継ぎますので、変更手続の必要はございません。 
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９．インターネットバンキング等をご利用のお客さまへ 

 

Ｑ14 インターネットバンキングを利用していますが、変更手続は必要ですか？ 

Ａ14 変更手続の必要はございませんが、ご使用にあたり下記の点にご留意していただく必要がござい

ます。 

   ①＜予約振込＞ 

    店舗統合月（令和 8 年 10 月）に予約振込にて都度振込・総合振込・給与振込を行う場合、登

録日が統合日（令和 8年 10 月 9 日（金））以前で振込予定日が令和 8年 10月 13 日（火）以降

とした予約振込はできませんので、ご注意が必要です。 

※令和 8年 10月 13 日（火）以降については通常通りとなります。 

   ②＜入金明細照会＞ 

    店舗統合日（令和 8年 10月 9日（金））16 時 30 分以降、令和 8年 10 月 9 日（金）以前の入出

金明細が取得できなくなりますので、必要な場合はそれまでに取得願います。 

 

 

10．マル優・マル特をご利用のお客さまへ 

 

Ｑ15 マル優の預金やマル特の国債などありますが、どうなりますか？ 

Ａ15 当金庫において「取扱店舗変更」のお手続きをさせていただきますので、引続きそのままご利用

いただけます。 

 

     

11．通帳アプリをご利用のお客さまへ 

 

Ｑ16 通帳アプリを利用している普通預金口座はどうなりますか？ 

Ａ16 普通預金の「口座番号」は原則として変わりませんが、お客さまご自身で通帳アプリ上での金庫

削除、口座追加のお手続きが必要となります。 

   ただし、統合先店舗（本店）に重複する口座番号がある場合は、新しい口座番号に変更させてい

ただきますので、別途ご連絡致します。 
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